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経営事項審査の審査基準の概要

完成工事高（Ｘ1）及び技術力（Ｚ）を許可業種別に審査し、業種別に総合評定値（Ｐ）を算出

①負債抵抗力：純支払利息比率・負債回転期間

②収益性・効率性：総資本売上総利益率・売上高経常利益率

③財務健全性：自己資本対固定資産比率・自己資本比率

④絶対的力量：営業キャッシュフロー・利益剰余金

経営状況（Ｙ）

審査項目 最高点／最低点 ウェイト

Ｘ１ 完成工事高（許可業種別）
最高点：2,268点
最低点：390点

０．２５

Ｘ２
自己資本額
利払前税引前償却前利益

最高点：2,280点
最低点：454点

０．１５

経営状況 Ｙ

①負債抵抗力
②収益性・効率性
③財務健全性
④絶対的力量

最高点：1,595点
最低点：0点

０．２０

技術力 Ｚ
元請完成工事高（許可業種別）
技術職員数（許可業種別）

最高点：2,366点
最低点：450点

０．２５

その他審査項目
（社会性等） Ｗ

①労働福祉の状況
②建設業の営業年数
③防災活動への貢献の状況
④法令遵守の状況
⑤建設業の経理の状況
⑥研究開発の状況

最高点：1,750点
最低点：０点

０．１５

総合評定値 Ｐ 0.25Ｘ１+0.15Ｘ２+0.20Ｙ+0.25Z+0.15W
最高点：2,082点
最低点：278点

経営規模

項目区分
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技術者数評価の現状

現在、評価対象とする技術者は『建設業法第７条第２号イ、ロ若しくはハ又は同法第１５条第２号イ若

しくはハに該当する者又は登録基幹技能者講習を修了した者であって、雇用期間を特に限定すること
なく常時雇用されているもの』 （H20.1.31付国総建第269号）とされている

雇用期間を要件とせずに技術者数を認定しているので、評点を上げるためだけの技術者
の名義借り等が行われ易くなっているおそれがある

改正の趣旨

現在

審査基準日

将来に渡って「雇用期間を特に限定すること
なく常時雇用されている」ことをのみ確認

現在は過去の雇用状況に関
しては確認を行っていない

直前

今後は過去の雇用状況についても６ヶ
月の期間で確認を行う

現在はどちらの場
合でも認められる

審査基準日の一定期間以上前からの雇用者

審査基準日の直前からの雇用者

確認範囲
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高年齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度①

６５歳未満の定年の定め（６０歳を下回ることはできない）をしている事業主は、高年齢者の６５歳まで
の安定した雇用を確保するため、以下のいずれかの措置（高年齢者雇用確保措置）を講じる
・定年の引き上げ
・定年の定めの廃止
・継続雇用制度の導入

現に雇用している高年齢者が希望するとき（恣意的に特定の対象者を排除することは認められない）
は当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度であり、この場合１年間の雇用契約を結び６
５歳まで契約更新を続けるのが一般的である

制度概要

『許可を受けた建設業に従事する技術職員は、建設業法第７条第２号イ、ロ若しくはハ又は同法第１５

条第２号イ若しくはハに該当する者又は登録基幹技能者講習を修了した者であって、雇用期間を特に
限定することなく常時雇用されているもの』 （H20.1.31付国総建第269号）

→上記の継続雇用制度により雇用されている者は技術者として評価されない
（１年間と雇用期間を限定して契約しているため）

問題点
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Ⅰ
二 許可を受けた建設業の種類別の技術職員の数及び許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間
平均元請完成工事高について

（１） 許可を受けた建設業の種類別の技術職員の数について

イ 許可を受けた建設業に従事する技術職員は、建設業法第７条第２号イ、ロ若しくはハ又は同法第１５条
第２号イ若しくはハに該当する者又は規則第１８条の３第２項第２号に規定する登録基幹技能者講習を修
了した者（以下「基幹技能者」という。）であって、審査基準日の六ヶ月以上前から雇用期間を特に限定する
ことなく常時雇用されているもの（法人である場合においては常勤の役員を、個人である場合においてはこ
の事業主を含む。）をいい、労務者（常用労務者を含む。）又はこれに準ずる者を除き、建設業に従事する
者に限るものとする。

ただし、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和４６年法律第６８号）第９条第１項第１号に規定
する継続雇用制度により再雇用された技術職員については、雇用期間が限定されている場合においても、
雇用期間を特に限定することなく常時雇用されているものとみなす。

改正事項（技術者数評価②）

「経営事項審査の事務取扱いについて（通知）」（H20.1.31付国総建第269号）の以下の条文に赤字
部分を追加する

改正後の技術者の定義
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再生手続きを行った建設業者が債務免除等を受けて経営事項審査上の評価を高め、再び公共事業に参入してくる
のは問題ではないか

再生企業に対する批判

会社名 業種 業種 Ｐ Ｘ１ Ｘ２ Ｙ Ｚ Ｗ

B社 土木 適用前 807 1,029 674 275 928 1,080

適用後 795 1,010 495 449 853 1,100

会社名 業種 業種 Ｐ Ｘ１ Ｘ２ Ｙ Ｚ Ｗ

A社 土木 適用前 1,258 1,556 1,087 454 1,740 1,200

適用後 1,150 1,515 454 402 1,697 1,320

会社名 業種 業種 Ｐ Ｘ１ Ｘ２ Ｙ Ｚ Ｗ

C社 土木 適用前 877 994 462 533 1,215 887

適用後 837 946 454 242 1,156 1,300

平成20年度の主な倒産企業４社について、

適用前と適用後の経営事項審査の評点を
比較
→上記の批判とは逆に、４社６７業種で総合
評定値P点の点数が低下
（１業種のみ増加）

実態の検証

○批判にもあるように、債務免除等によって、経営事項審査の
評価の一部である経営状況Y点の評点が上昇する場合も考え
られる
○経営事項審査では経営規模X2点と技術力Z点において自己
資本額・利益額と技術職員の数も評価を行っている

○一般的に民事再生法の適用を受けた企業は、リストラにより
事業規模や人員を削減するものであり、X2点とZ点が低下する
○Y点のウエイトは20％、X2点とZ点のウエイト合計は40％なの
で、再生手続きを行った業者は総合評定値P点が低下するケー
スが多い

原因の考察
項目区分 ウェイト

再生手続きによる
評点変化

経営規模

Ｘ１ ０．２５ 変化せず

Ｘ２ ０．１５
低下

（リストラ）

経営状況 Ｙ ０．２０
上昇

（債務免除）

技術力 Ｚ ０．２５
低下

（リストラ）

その他審査項目
（社会性等）

Ｗ ０．１５ 変化せず

総合評定値 Ｐ 低下

再生企業の経営事項審査
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45

雇用保険未加入 -30 ・社員に対する労働福祉の状況を評価

健康保険・厚生年金保険の未加入 -30

建退共加入 15

退職一時金もしくは企業年金制度の導入 15

法定外労災制度への加入 15

Ｗ２：建設業の営業年数 60 ・地域における雇用確保や信頼性等を評価

Ｗ３：防災協定締結の有無 15 ・災害時における地域貢献を評価

Ｗ４：法令遵守状況 -30 ・審査期間内に営業停止処分を受けた場合は－３０点

・審査期間内に指示処分を受けた場合は－１５点

Ｗ５：建設業の経理の状況 30

監査の受審状況 20 ・監査法人又は公認会計士の監査２０点
・会計参与の設置１０点
・社内の経理実務責任者による確認２点

公認会計士等数 10 ・社内に雇用する公認会計士等の数を評価

Ｗ６：研究開発の状況 25 ・加点対象は会計監査人設置会社に限定。公認会計士協会の

指針等で定義された研究開発費の金額を評価

175

Ｗ１：労働福祉の状況

合計

備考審査項目 点数

W点の評価の現状

※総合評定値P点の計算では、上記W点の合計を10倍して、これにWのウエイト0.15を乗じることとなる 7


